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つ
も
笑
顔
で
、
明
る
い
私
で
あ
る

よ
う
に
、

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
！
」

　
今
日
も
満
点
の
笑
顔
で
、
お
迎

え
に
行
く
。
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国
民
年
金
の

�

加
入
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
は
、
誰
も
が
加
入
す

る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

　
基
本
的
に
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
は
、

国
民
年
金
に
加
入
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。

　
加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に
よ
っ

て
次
の
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続

き
が
異
な
り
ま
す
。

◆
第
◆
第
11
号
被
保
険
者

号
被
保
険
者

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、

自
営
業
者
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、

無
職
の
方
な
ど
で
す
。
加
入
手
続

き
は
、
ご
自
身
で
住
所
地
の
市
区

町
村
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口

で
行
い
ま
す
。

◆
第
◆
第
２２
号
被
保
険
者

号
被
保
険
者

　
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の
厚
生

年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
で

す
。
加
入
手
続
き
は
、
勤
務
先
が

箱
根
町
介
護
エ
ピ
ソ
ー
ド

コ
ン
ク
ー
ル
の
最
優
秀
賞

を
紹
介
し
ま
す

「
箱
根
町
介
護
エ
ピ
ソ
ー
ド
コ

ン
ク
ー
ル
」
は
、
介
護
に
携
わ
る

方
の
日
々
の
体
験
か
ら
、
感
動
し

た
こ
と
、
嬉
し
か
っ
た
こ
と
な
ど

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
町
民
の
皆
さ
ん

に
伝
え
る
こ
と
で
、
介
護
職
の
素

晴
ら
し
さ
を
広
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

「
私
の
心
に
残
る
介
護
体
験
」

を
テ
ー
マ
に
募
集
し
た
結
果
、
多

数
の
御
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
中
か
ら
最
優
秀
賞
の
作
文
を

紹
介
し
ま
す
。

『「
楽
し
い
」
を
重
ね
る
』

�

樋ひ

口ぐ
ち

聡さ
と

美み

「
あ
、
髪
の
毛
切
っ
た
の
？
」

何
気
な
い
一
言
。
で
も
、
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
F
さ
ん
か
ら

初
め
て
こ
の
言
葉
を
言
わ
れ
た
時

の
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
忘
れ
ら

れ
な
い
出
来
事
と
な
っ
て
い
る
。

　
F
さ
ん
は
認
知
症
が
あ
り
、
記

憶
す
る
こ
と
が
苦
手
だ
。
ど
ん
な

に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん

で
帰
っ
て
も
、
今
日
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
で
何
を
し
た
の
か
、
ご
家
族
に

伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
最
近
で

は
昔
か
ら
の
知
り
合
い
に
会
っ
て

も
分
か
ら
な
い
と
き
が
あ
る
。

　
け
れ
ど
F
さ
ん
は
、
私
の
髪
型

が
変
わ
っ
た
時
、
し
っ
か
り
気
づ

い
て
下
さ
っ
た
。
し
か
も
、
朝
ご

自
宅
に
お
迎
え
に
行
き
、
挨
拶
を

し
た
瞬
間
に
。
覚
え
て
い
る
こ
と

が
苦
手
な
F
さ
ん
が
、
私
を
覚
え

て
い
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
と
て
も

嬉
し
く
、
誇
ら
し
い
気
持
ち
に

な
っ
た
。

　
認
知
症
で
記
憶
力
が
低
下
し
て

い
る
方
は
、
体
験
し
た
記
憶
を

す
っ
ぽ
り
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が

多
い
。
け
れ
ど
、
味
わ
っ
た
感
情

は
心
が
し
っ
か
り
覚
え
て
い
て

く
れ
る
の
だ
と
思
う
。「
楽
し
い
」

だ
け
で
は
な
く
、「
嫌
な
思
い
を

し
た
場
所
」
と
い
う
の
は
そ
の
方

の
心
に
根
付
き
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
場
所
だ
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
ま
で
、
時
間

が
か
か
る
時
も
あ
る
。
だ
か
ら
、

一
回
で
覚
え
て
い
た
だ
く
の
は
難

し
い
け
れ
ど
、
少
し
ず
つ
、
少
し

ず
つ
、「
楽
し
い
」
を
そ
の
方
の

心
に
積
み
重
ね
て
い
く
。
認
知
症

の
方
と
の
関
わ
り
は
、
そ
れ
こ
そ

が
醍
醐
味
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
F
さ
ん
の
記
憶
に
、
こ
れ
か
ら

も
積
み
重
な
っ
て
い
く
私
が
、
い

行
い
ま
す
。

◆
第
◆
第
３３
号
被
保
険
者

号
被
保
険
者

　
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
て
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満

の
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

の
方
で
す
。
加
入
手
続
き
は
、
第

2
号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

　
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、
第

2
号
被
保
険
者
か
ら
第
1
号
被
保

険
者
へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で

す
。
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
た
第
3
号
被
保
険
者
の
方

も
第
1
号
被
保
険
者
へ
の
変
更
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
早
め

の
変
更
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
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献
血
に

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

月
　
日　
5
月
24
日
㈫

場
所
・
受
付
時
間

・�

役
場
庁
舎
前
駐
車
場　
９
時
30

分
～
12
時

・
さ
く
ら
館　
14
時
～
16
時

対
象
者　
18
歳
～
64
歳

共
　
催　
箱
根
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
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国
民
年
金
手
帳
か
ら

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
へ

　
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
、
20

歳
到
達
に
よ
り
国
民
年
金
制
度
に

初
め
て
加
入
す
る
方
、
海
外
か
ら

の
入
国
や
20
歳
前
に
厚
生
年
金
被

保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
契

機
と
し
た
資
格
取
得
手
続
き
に

よ
っ
て
年
金
制
度
に
初
め
て
加
入

す
る
方
に
対
し
、
年
金
手
帳
に
代

わ
り
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
が

交
付
さ
れ
ま
す
。

　
す
で
に
年
金
手
帳
を
交
付
さ
れ

て
い
る
方
に
は
、
改
め
て
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
の
交
付
は
行
い
ま

せ
ん
が
、
紛
失
や
破
損
（
汚
れ
）

等
で
再
発
行
を
希
望
す
る
方
に
は

年
金
手
帳
で
は
な
く
、
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

再
発
行
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申

出
書
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
年
金
手
帳
は
「
基
礎
年

金
番
号
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
」

と
し
て
、
引
き
続
き
、
年
金
の
手

続
き
に
利
用
で
き
ま
す
の
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
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ご存じですか？
地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」

こんなことで相談したいことはありませんか？こんなことで相談したいことはありませんか？

　皆さんがお住まいの地域に、民生委員・児童委員と呼ばれる方々がいるのをご存じですか？
　地域の身近な相談相手として、必要な支援を行うのが「民生委員・児童委員」の存在です。
　誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、様々な活動をしている「民生委員・児童委員」について
ぜひ知っていただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。

お住まいの地域の民生委員・児童委員が分からない場合は、福祉課まで問い合わせてください。
町のホームページで「民生委員児童委員」で検索いただいてもお調べいただけます。

ひとり暮らし
不安だなぁ…

福祉サービスって、
どんなのがあるの？子育て

　辛い…
生活が
苦しいわ…

介護
　大変…

民生委員とは？
　地域の推薦を経て厚生労働大臣から委嘱を受
けて活動しています。自治会の区域などを担当
区域として、常に地域住民の立場に立って、相
談や支援を行い社会福祉の増進に努めています。
民生委員は、児童や子育ての相談・支援等に対
応する「児童委員」も兼ねています。
　一部の児童委員は児童に関することがらを専
門的に担当する【主任児童委員】の指名を受け
ています。

どんな活動をしているの？
・�地域のひとり暮らし高齢者等の見守り
・�介護・福祉サービス等の案内
・�学校行事や会議、自治会の避難訓練などにも
参加、地域の方との交流を兼ねたお手伝い
・�子育てに不安なお母さんの相談役　など

　困ったことや心配ごと、支援を必要とする町
民の方と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務
めます。

照会先　福祉課☎８５ ─ ７７９0

　民生委員・児童委員は、高齢者、障がい者、子育て中の家庭、生活に困っている家庭など、福祉的
な支援が必要なとき、どなたでも相談できる身近な支援者です。
　民生委員・児童委員には守秘義務がありますので、相談内容や秘密が他に漏れることはありません。
　暮らしの中の困りごとなど、お気軽に相談してください。

人
権
問
題
の
相
談
は

　
人
権
擁
護
委
員
へ

特
設
人
権
相
談
所
開
設

　
町
に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
５
人
の
人
権
擁
護
委
員

が
お
り
、
人
権
問
題
に
関
す
る
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
侵
害
、

家
庭
内
の
問
題
、
隣
近
所
の
も
め

ご
と
な
ど
、
人
権
問
題
に
つ
い
て

の
相
談
に
応
じ
、
相
談
者
の
問
題

解
決
に
向
け
て
の
援
助
を
行
い
ま

す
。

　
次
の
日
程
で
、
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

日
　
時　
6
月
７
日
㈫
13
時
～
16

時場
　
所　
役
場
分
庁
舎
４
階
第
５

会
議
室

※
相
談
の
あ
る
方
は
事
前
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
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公
共
下
水
道
へ
の

�

接
続
の
お
願
い

　
公
共
下
水
道
の
使
用
可
能
区
域

（
宮
城
野
・
強
羅
・
二
ノ
平
・
小

涌
谷
・
仙
石
原
・
箱
根
・
元
箱
根

の
各
一
部
）
に
住
む
方
で
、
公
共

下
水
道
に
未
接
続
の
場
合
は
、
公

共
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
、
必

ず
町
の
指
定
工
事
店
へ
依
頼
し
、

申
請
書
は
工
事
が
始
ま
る
前
に
町

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
公
共
下
水
道
へ
の
接
続

工
事
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、

要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
補
助
金

や
貸
付
金
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
公
共
下
水
道
の
使
用
可
能
区
域

や
、
町
の
指
定
工
事
店
、
補
助
金

や
貸
付
金
の
制
度
利
用
に
つ
い
て

知
り
た
い
場
合
や
、
疑
問
や
不
明

な
点
が
あ
る
と
き
は
、
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。
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